
• 

シ
シ

大
獅
子
・小
田
耕
子
三
帥
酬
の
土
絞
が
あ
っ
た
。
各
院
に
一
子
等
の
端
肌
を
路
ひ
な
が
ら
紋
b
行
〈
。
獅
子
を
知

獅
子
の
彫
刻
が
あ
っ
た
放
の
名
で
、
前
回
利
治
の
時
一
は
す
時
は
、
顕
を
上
下
左
右
に
動
か
し
て
活
制
の
紋

オ

志

野

$

-

に
初
り
、
そ
の
磁
員
に
大
銀
潜
行
が
あ
っ
た
。
後
貫
一
を
な
し
、
シ
ヤ

y
グ

ワ

Y
を
減
〈
山
町
髭
と
稽
す
る
枇

防
九
年
の
災
に
小
獅
子
土
磁
一
山
酬
を
醐
惜
し
た
が
、
是

一
者
の
一
人
乃
京
=
一
人
は
臨
時
・木
太
万
・
木
剣
・長
万
・鏑

よ
り
小
獅
子
土
訟
を
大
銀
土
問
問
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
一
鎌
等
を
髭
ひ
て
獅
子
と
戟
ひ
、
建
に
之
そ
退
治
し
終

た。

一る
。
倖
髭

b
の
手
法
に
武
術
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
は

シ
ジ
マ
四
十
蕊

石

川

郡
富
接
庄
に
図
す
る
部
一
こ
の
獅
子
舞
の
特
徴
で
あ
る
。
叉
小
節
子
の
申
で

世
間
。
岡
村
内
密
性
寺
の
明
飽
八
年
九
且
晦
日
官
僚
氏

一
は
、
期
羽
咋
の
も
の
に
侍
色
が
あ
り
.
天
狗
一
人
・
獅

か
ら
の
寄
進
朕
に
は
本
庄
四
十
嵐
村
と
あ
り
‘
そ
の
一
子
廻
し
五
人
・
照
子
方
四
人
の
少
年
か
ら
成
る
o
獅

本
庄
は
也
複
庄
の
こ
と
で
あ
る
o
こ
の
村
の
北
四
十

一
子
廻
し
の
一
人
は
獅
子
聞
を
雨
手
に
支
へ
、
他
の
四

時
の
山
手
に
刺
木
の
生
茂
っ
た
防
が
あ
り
、
お
永
元
一
人
は
仰
の

申
に
入
る
。
照
子
方
は
阻
止
筋
二
人
・鉦一

年
三
月
之
を
開
思
し
て
多
〈
の
五
輪
塔
を
夜
見
し

一
人
・片
手
太
鼓
一
人
で
、
天
狗
が
知
子
に
封
し
て
幅
削

た
。
こ
の
地
は
も
と
大
仙
寺
の
位
置
で
、明
郎
中
か
ら

一
を
を
ど
る
の
で
あ
る
。
小
獅
子
は
地
方
に
よ
っ
て
サ

法
民
数
場
印
ち
後
の
密
検
寺
の
一
時
あ
っ
た
既
で
あ

一ッ
サ
イ
と
も
い
ふ
。

る
o
叉
四
十
斑
村
持
山
に
、
大
田
池
と
て
長
さ
五
十

一

シ
ジ
Z

志
々
見

勿
咋
初
日
出
知
院
内
若
郎
保
に

m
-幅三
十
間
の
も
の
、
及
び
小
岡
地
と
て

十
間
四

一翻
す
る
部
終
O

明
郎
八
年
十一

一用
品u
四
目
白
山
桜
元

方
貯
の
も
の
が
あ
っ
た
が
、
後
に
閉
山
め
ら
れ
た
。
そ

一
利
一
宮
衆
徒
問
白
目
録
に
、『百
束
十
苅
在
邑
智
院
す

の
際
地
中
の
蛇
が
山
上
の
蛇
他

へ
脆
れ
た
が
、
そ
れ

一
-s
め
』
と
あ
る
す
L
め
も
是
で
あ
ら
う
o
こ
の
地
安

も
亦
思
め
ら
れ
て
田
地
と
な
っ
た
と
、
震
永
誌
に

g
-
永
の
頃
ま
で
向
也
知
潟
の
羽
で
あ
っ
た
と
い
ふ
か

い
て
ゐ
る
。

一
ら
、
白
名
は
鋭
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

ジ
シ
マ
チ
地
子
町

J
カ
ナ
ザ
ハ
金
将
(
入
、
一

シ
ジ
ミ
ウ
ヂ
志
指
見
氏

永
光
寺
市
文
容
に
、

本
町
と
地
子
町
u

・

一

郎

安

二

年

志

指

見

三

郎

光

務

禁

制

札

が

あ

る。

志
指

シ
シ
マ
ヒ

獅
子
舞

祭
胞
の
俄
興
と
し
て
行
は

一
見
氏
は
割
引
咋
榔
芯
々
見
村
の
人
で
あ
ら
う
。

れ
る
獅
子
舞
に
は
大
獅
子
と
小
郷
子
と
が
あ
る
。
金
一

シ
ジ
ξ
ホ

志

指

見

保

羽

咋
郁
に
在
っ
た
。
承

柑
仰
の
は
大
筋
子
で
、
胴
燃
は
獄
毛
と
牡
丹
市
佑
と
を
染

一
久
三
年
設
地
の
能
管
附
間
数
日
録
に
、『志
指
見
保
、

出
し
た
陣
布
を
、
竹
を
曲
げ
た
一
一
個
の
胴
張
。
の
上

一
一
町
四
段
六
、
承
久
元
年
機
注
定
』
と
見
え
る
。
後

へ
被
ら
せ
た
も
の
。
尾
は
赤
色
の
苧
に
て
作
ら
れ
、

一
川町
志
々
見
村
の
名
が
抽
出
存
す
る
。

竿
頭
に
緊
着
す
る
。
顧
は
綱
坊
を
以
て
刻
し
、
総
紗

一

シ
シ
モ
ノ
グ
ル
ヒ
獅
子
物
狂

二
加
。
金
仰
の

叉
は
皮
革
を
張
っ
た
の
も
あ
b
、
露
日

一
九
庖
内

一
俳
人
山
隣
編
。
支
考
が
誕
二
回
の
名
で
お
い
た
部
感

外
。
胴
の
全
長
七
米
、
高
さ
四
米
五
、
昭
三
米
五
。
一
詞
前
序
が
あ
り
、
序
に
は
亭
保
突
卯
蕊
且
下
涜
臥
染

碩
を
掠
ぐ
る
者
一
人
、
飼
凝
り
を
持
つ
者
四
人
、
賂
一

下
主
人
江
山
際
と
あ
る
。
こ
の
序
文
中
に
東
花
坊
が

を
振
る
者
一
人
で
謹
ば
れ
、
大
小
太
鼓
・筒
・三
妹
線
一
死
を
粧
う
た
こ
と
を
聞
は
永
壬
買
と
し
て
ゐ
る
の
は
半

の
螺
子
方
は
嗣
の
申
に
入
り
、
花
車
・安
宅
・経
後
獅
一

卯
の
認
り
で
あ
ら
う
。
叉
こ
の
山
町
に
は
積
秋
坊
詞

ジ
シ
ヤ
寺
融

珠
洲
柑
直
郷
に
腐
す
る
部
前
一
。

苅
政
十
四
年
の
郷
村
名
義
抄
に
、
『
此
村
往
古
は
柳
国

明
訓
随
一
宮
秘
説
、日
叉
永
翻
寺
・高
閉
山
寺
・清
水
寺
、

此
寺
駐
簡
に
て
候
故
寺
社
村
と
申
由
市川帥
候
。
右
之

内
清
水
寺
と
巾
は
唯
今
無
御
座
候
。
』
と
あ
る
。

ジ
シ
ヤ
ヲ
地
子
役

地
子
役
は
宅
地
視
の
訟
で

あ
る
。
滞
政
時
代
に
金
期
で
は
七
三
加
の
柚
子
町
で

も
、
そ
の
他
の
地
子
附
又
は
守
祉
の
屋
数
も
拝
領
地

で
な
い
限
・
り
は
之
を
課
せ
ら
れ
た
。
本
町
に
在
る
町

人
の
邸
宅
は
地
子
役
を
民
的
せ
ぬ
。
士
人
の
邸
宅
は

滞
か
ら
下
附
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
放
に
、
亦
地
子

役
を
納
め
も
せ
ぬ
代
、
り
に
、
そ
れ
を
民
開
国
す
る
こ
と

も
得
な
か
っ
た
。

ジ
シ
ヤ
ピ
ヤ
タ
シ
ョ
ウ
寺
社
百
姓

務
政
の
降
、

約
侶
又
は
訓
主
に
し
て
問
地
の
前
そ
有
す
る
時
は
、

似
に
某
寺
取
何
兵
衛
と
い
ふ
如
き
百
姓
名
を
務
せ
し

め
て
、
そ
の
荷
主
と
し
た
。
之
を
寺
社
百
姓
と
い
う

て
、
そ
の
高
方
に
闘
す
る
限
り
、
百
姓
と
し
て
の
取

扱
を
受
け
た
。

ジ
シ
ヤ
プ
ギ
ヨ
ウ
寺
社
奉
行

初
は
人
持
組

・

平
士
を
混
じ
て
任
ぜ
ら
れ
、
医
安
元
年
に
は
耳
鼻
世
磁

人
蹟
俊

・
間
島
市
郎
兵
衛
一
隙

・
茨
木
右
衛
門
長
好

が
命
ぜ
ら
れ
、そ
の
後
富
永
勘
僻
陶
左
衛
門
助
昨
日
・森

秘
太
夫
品
開
知
・
松
崎
庄
左
衛
門
と
な
り
、
高
治
ご
年

篠
原
織
部
長
続
、
見
文
元
年
紡
山
外
相
侃
氏
従
が
之
に

任
じ
た
後
は

λ
持
組
か
ら
畑
山
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、

二
人
役
と
な
っ
た
。
二
年
永
原
左
京
孝
政
が
命
ぜ
ら

れ
、
延期
H

六
年
筏
原

・
永
原
死
亡
し
、
周
年
富
田
治

H
月
四
日
、
路
町
北
枝
澗
五
月
士
一g
な
ど
弘
前
怨
し
た
支

考
の
句
が
あ
っ
て
、
是
等
の
人
々
の
忌
辰
が
わ
か

る
。
写
保
入
年
支
考
が
金
探
に
下
り
、

そ
の
指
事
に

よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で
、
周
年
京
橋
屋
治
兵
衛
の
叡

で
あ
る
。

一ー

部
左
衛
門
需
品
持
、
そ
の
後
不
破
彦
三
路
貞
が
命
ぜ
ら

れ
、
元
総
四
年
笥
即
死
亡
し
、
九
年
四

H
伊
際
平
右

衛
門
髭
夜
、
九
用
、
一
氷
原
左
京
孝
之
命
ぜ
ら
れ
て
三
人

役
と
な
っ
た
。
後
院
で
は
そ
の
申
一
人
は
公
車
場
奉

行
を
衆
脅
し
、
知
行
部
概
ね
二
千
石
位
か
ら
之
に
任

ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ジ
シ
ャ
モ
ン
ゼ
ン
チ
寺
社
門
前
地

掛
川
政
の
崎
、

寺
駐
の
門
前
に
し
て
、
そ
の
鹿
域
で
あ
る
地
内
に
民

屋
を
締
へ
る
も
の
を
い
う
た
。
門
前
地
の
地
子
役

は
、
そ
の
寺
枇
に
納
め
る
断
と
滞
に
納
め
る
所
と
あ

っ
た
。

ジ
シ
ユ
ウ
カ
ン
時
習
館

大
則
前
寺
山
山
土
中前
倒
利

郡
山
の
時
、
安
政
元
年
十
一
且
城
下
入
間
道
な
る
前
川

造
酒
の
笛
邸
を
修
遺
し
て
製
校
に
宛
て
、
脱
し
て
時

習
館
と
抑
制
し
た
。
本
館
に
於
い
て
は
、
士
分
の
子
，引

十
歳
か
ら
十
六
蔵
ま
で
、
間
日
毎
に
綬
出
を
円
山
間
せ

し
め
、
之
を
温
桜
と
い
う
た
。
池
却
は
学
経
・大
限
・

中
昨
・
諭
裕
・時四位
・怠
経
・
融
担
・易
経
の
順
序
に
よ

っ
て
、
次
第
に
上
級
に
編
入
せ
ら
れ
る
。
槌
絡
を
終

っ
た
者
は
、
春
駄
二
零
に
試
駿
を
服
せ
ら
れ
て
治
制

裁
に
踏
み
、
貴
子
・小
思
・
春
秋
左
氏
側
・
二
十

一
史

を
成
る
べ
く
池
誠
年
齢
内
に
修
了
せ
し
め
る
。
池
間

は
句
謎
師
、
常
諭
離
は
曾
如
又
は
助
教
が
教
授
の
任

に
宿
り
、
朝
五
q
宇
時
か
ら
四
ッ
牢
時
の
間
足
終
b
、

次
い
で
半
刻
悶
泊
四
式
師
範
に
就
い
て
諸
積
を
習
は
せ

る
。
十
六
歳
か
ら
二
十
歳
ま
で
を
締
結
と
い
ひ
、
何

月
三
回
、
朝
間
ザ牢
時
か
ら
九
ぷ
時
に
辛
.
る
ま
で
、
中山

子
・
小
早
・
春
秩
左
氏
停
の
業
副
闘
を
な
し
税
務
を
問
か

し
め
る
。
そ
の
町
出
力
劣
等
な
る
者
は
句
刷
出
郎
教
授

し
、
然
ら
ざ
る
者
は
合
問
・助
敬
之
を
敬
へ
る
。
叉

毎
且
三
回
、
午
前
に
は
品
口
頭
四
都
の
講
義
を
な
し
、

午
後
に
は
助
敬
玉
経
を
誹
ず
る
o
春
秩
二
回
の
訣
染

が
あ
っ
て
、
務
侯
在
国
の
時
は
自
ら
之
に
臨
み
、
否

.晶.
J、
一ー


